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令和３年度補正予算の概要（５月 13 日専決処分） 
 

１ 概要 

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症に罹患した者と一定の接触があった

職員等に対しＰＣＲ検査を行うとともに、停電時に新型コロナウイルスワクチンの一

時保管等を行う可搬型冷凍庫を購入するほか、空家等対策の推進に関する特別措置法

に基づく空家の一部除却に要する経費について、必要な予算措置を行った。 

 

２ 一般会計補正予算 

（１）予算規模 

 

補正前の額：47,405,792 千円  補正額：19,706 千円  計：47,425,498 千円 

 

歳 入 の 補 正 歳 出 の 補 正 

繰入金 

 

 

19,706 

 

 

総務費 

衛生費 

238 

19,468 

計 19,706 計 19,706 

 

（２）補正予算の事業 

 

1① 人事管理費（人事課） 238 千円  

【事業内容】 

新型コロナウイルス感染症に罹患した者と濃厚接触者に該当しない程度の接触が 

あった職員に対してＰＣＲ検査を実施する。 

【補正の内訳】 

手数料   238 千円 

 

1② 新型コロナウイルス感染症対策費（健康づくり課） 1,575 千円  

【事業内容】 

新型コロナウイルス感染症に罹患した者と濃厚接触者に該当しない程度の接触が 

あった教職員等に対してＰＣＲ検査を実施する。 

【補正の内訳】 

手数料   1,575 千円 
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1③ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（健康づくり課） 11,440 千円  

【事業内容】 

新型コロナウイルスワクチンの個別接種医療機関等において、停電時にワクチンの

一時保管等を行う可搬型冷凍庫を購入する。 

【補正の内訳】 

庁用器具費   11,440 千円 

 

1④ 空家等対策事業費（環境課） 6,453 千円  

【事業内容】 

屋上塔屋の外壁が強風により剥落するなど、近隣住民等に危険を及ぼす可能性があ

る空家について、所有者等による管理が見込めないことから、空家等対策の推進に関

する特別措置法に基づき、塔屋等の撤去を行う。 

【補正の内訳】 

工事請負費   6,453 千円 

 

 


